
(様式１)

補助金一覧(令和７年度予算)

（単位：円）

1
こども青少年局

企画部
企画課

こども支援ネットワー
ク事業補助金

(社福)大阪市社会福祉
協議会

11,210,000 10,800,000

地域でこどもの貧困などの課題解決に取り組む活動団体
や企業、大阪市社会福祉協議会、社会福祉施設等が参加
するネットワークを構築するため、ネットワークの事務
局を担う大阪市社会福祉協議会に対し、その経費の一部
を補助することにより、地域におけるこどもの貧困など
の課題解決のための取組みの活性化と、地域でこどもを
育む機運の醸成を図る。

ネットワークの事務局運営に要する人件費、研修経費、
事務費等の1/2を補助する（補助上限：6,000千円）とと
もに、こども食堂等にかかる保険加入経費の10/10を補
助する（補助上限：5,210千円）

H30 R9

2
こども青少年局

企画部
企画課

大阪市こどもの居場所
開設支援事業補助金

民間法人・任意団体 9,000,000 9,600,000

こどもの居場所を必要とする地域に開設されるよう、地
域でこどもの貧困などの課題解決に取り組むNPO法人や
団体等に対し、本市が開設にかかる経費を補助すること
で、こどもの居場所を充足させる。

こどもの居場所の開設にかかる消耗品費、備品購入費の
10/10を補助する（補助上限300千円/団体）

R4 R9

3
こども青少年局

企画部
青少年課

留守家庭児童対策事業
補助金

社会福祉法人　外 1,317,128,000 1,156,460,000

留守家庭児童の健全育成を図るため、保護者等におい
て、場所、支援員等を確保し、留守家庭児童対策事業を
実施するものに対し、運営経費の一部を補助し事業の推
進を図る

留守家庭児童を対象として、保護者に代わりその健全な
育成を図るための事業に対して、1事業あたりの在籍児
童数の階層ごとに決められた定額を補助する(運営費補
助　上限7,618千円、障がい児受入推進加算　職員1人あ
たり上限2,009千円、他加算額あり)

H19 R9

4
こども青少年局

企画部
青少年課

放課後児童支援員キャ
リアアップ処遇改善事
業補助金

社会福祉法人　外 36,798,000 38,270,000

留守家庭児童の健全育成を図るため、放課後児童支援員
の処遇改善を行っている留守家庭児童対策事業を実施す
るものに対し、処遇改善経費の一部を補助し事業の推進
を図る

放課後児童支援員の処遇改善を行っている留守家庭児童
対策事業を実施するものに対して、処遇改善に必要な経
費を、各放課後児童支援員の経験年数に応じた上限の範
囲内で補助する（補助上限131千円ほか）

H29 R7

5
こども青少年局

企画部
青少年課

放課後児童クラブ環境
改善整備推進事業補助
金

社会福祉法人　外 22,400,000 -

放課後児童クラブにおける補助金事務等の効率化を図る
ため、クラウド環境を整備し環境改善を行う、留守家庭
児童対策事業を実施するものに対して、ＩＣＴ機器の導
入経費の一部を補助し事業の推進を図る

クラウド環境を整備し環境改善を行うため、ＩＣＴ機器
の導入に要する経費（上限200千円）

R7 R7

6
こども青少年局
子育て支援部

管理課

一時預かり事業運営補
助金

社会福祉法人等 396,756,000 402,389,000

保護者の就労や傷病等により一時的に家庭での保育が困
難な場合に対応するため民間保育所等が実施する一時預
かり事業に対して補助を行うことにより、一時預かりの
充実と児童の福祉の向上を図る

主として保育所等に通っていない就学前児童で、保護者
の就労・傷病等により保育を必要とする児童を対象と
し、民間保育所等が実施する保育サービスの提供に必要
な人件費等に対して、利用児童数に応じた額を補助する
(※利用人数20,100人以上の場合は別途協議　他加算額
あり)

H2 R9

7
こども青少年局
子育て支援部

管理課

一時預かり事業実施施
設開設準備経費補助金

社会福祉法人等 23,000,000 27,600,000

一時預かり事業実施施設を新規開設する法人に対し、施
設の開設に必要な建物の改修等に要する経費を補助する
ことにより、費用負担を軽減し、施設の新規開設の促進
を図る

一時預かり事業実施施設を開設する法人に対して、施設
の確保及び改修に要する経費、備品購入費等を補助する
(補助上限4,600千円) H28 R7

8
こども青少年局
子育て支援部

管理課

一時預かり事業賃料補
助金

社会福祉法人等 46,136,000 26,400,000

賃貸物件を活用して一時預かり事業を実施する法人に対
し、賃貸物件にかかる賃借料の一部を補助することによ
り、安定的な運営の確保及び新規開設の促進を図る

一時預かり事業実施施設を運営する法人に対して、実施
施設として使用する賃貸物件にかかる賃借料（管理費・
共益費を除く）を補助する(上限年額2,500千円) R6 R9

9
こども青少年局
子育て支援部

管理課

病児保育施設開設準備
経費補助金

医療法人等 9,200,000 4,600,000

病児保育施設を新規開設する法人等に対し、施設の開設
に必要な建物の改修等に要する経費を補助することによ
り、費用負担を軽減し、施設の新規開設の促進を図る

病児保育施設を新規開設する法人等に対して、施設の開
設に必要となる建物改修経費、備品等購入経費、賃貸物
件の礼金、開設前1か月分の賃料及び広報経費(補助上限
額:4,600千円)を補助する

H27 R7

10
こども青少年局
子育て支援部

管理課

病児・病後児保育事業
予約システム整備補助
金

医療法人等 400,000 200,000

病児保育施設及び病後児保育施設における利用予約キャ
ンセル率が高い課題への対応として、インターネットを
活用した予約システムの導入を促進するため、病児保育
施設を新規開設する法人等に対して予約システム導入経
費を補助することにより、利用者の利便性向上とともに
効率的な事業実施を図る

インターネットを活用した予約システムの導入を実施す
る病児保育施設及び病後児保育施設を運営する法人等に
対して、システム導入に要する初期経費（上限：40万
円）の1/2を補助する H27 R8
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11
こども青少年局
子育て支援部

管理課

病児・病後児保育事業
賃料補助金

医療法人等 40,068,000 25,200,000

賃貸物件を活用して病児・病後児保育事業を実施する法
人に対し、賃貸物件にかかる賃借料の一部を補助するこ
とにより、安定的な運営の確保及び新規開設の促進を図
る

病児・病後児保育事業実施施設を運営する法人等に対し
て、実施施設として使用する賃貸物件にかかる賃借料
（管理費・共益費を除く）を補助する(上限月額400千
円)

R6 R9

12
こども青少年局
子育て支援部

管理課

地域子育て支援拠点事
業実施施設開設準備経
費補助金

社会福祉法人、特定非
営利活動法人又は株式
会社等

142,600,000 18,400,000

地域子育て支援拠点事業実施施設を新規開設する法人に
対し、施設の開設に必要な建物の改修等に要する経費を
補助することにより、費用負担を軽減し、施設の新規開
設の推進を図る

地域子育て支援拠点事業実施施設を新規開設する法人に
対して、(1)新規開設を予定している建物の改修に必要
な工事費、(2)初度備品購入費、(3)広報経費及び(4)礼
金等を補助する(上限(1)～(3)4,000千円、(4)600千
円）。

R2 R7

13
こども青少年局
子育て支援部

管理課

地域子育て支援拠点事
業賃料補助金

社会福祉法人、特定非
営利活動法人又は株式
会社等

106,817,000 69,600,000

賃貸物件を活用して地域子育て支援拠点事業を実施する
法人に対し、賃貸物件にかかる賃借料を補助することに
より、安定的な運営の確保及び施設の新規開設の促進を
図る

地域子育て支援拠点事業施を実施する法人に対して、実
施施設として使用する賃貸物件にかかる賃借料（管理
費・共益費を除く）を補助する(週5日以上かつ1日6時間
以上開所の場合：上限年額2,500千円、その他：上限月
額100千円)。

R2 R7

14
こども青少年局
子育て支援部

管理課

子どものショートステ
イ事業実施施設改修補
助金

社会福祉法人等 25,976,000 32,000,000

子どものショートステイ事業を実施する法人に対し、事
業専用居室の整備費用を補助することにより、事業専用
居室の推進を図る

子どものショートステイ事業を実施する施設に対し、事
業の専用居室を確保するため、専用居室を整備するため
の整備費用を補助する（上限6,494千円） R6 R8

15

こども青少年局
子育て支援部

管理課
（児童支援対策）

大阪市こどもの見守り
強化事業補助金

大阪市内で、地域で自
主的にこどもに対し、
食事の提供・学習支援
又は生活指導支援等の
支援活動を行っている
民間団体

30,954,000 29,550,000

地域で自主的にこどもへの支援活動を実施している民間
団体に対して、見守りに係る活動費を補助することで、
課題を抱える児童等の状況を把握し、こどもの見守り体
制の強化を図る。

こどもの見守りに要する活動費を補助する。
支援対象児童等の状況を把握し、活動報告書で報告した
場合
１件あたり　1,000円(補助率２/３) R2 R7

16

こども青少年局
子育て支援部

管理課
（児童支援対策）

妊産婦等生活援助事業
整備補助金

本市が実施する令和７
年度妊産婦等生活援助
事業の委託事業者募集
に応募し、事業者とし
て選定された者

0 4,000,000

妊産婦等生活援助事業の実施者に対して、開設に必要な
施設の改修等に要する経費を補助することで、円滑に事
業を実施する

事業実施にあたり必要となる設備の改修費を補助する

R6 R8

17
こども青少年局
子育て支援部

管理課

産後ケア事業安全管理
対策費補助金

医療法人等 6,072,000 6,072,000

産後ケア事業の提供に当たり、乳幼児突然死症候群等に
よる事故の発生を予防するため、安全管理対策に係る整
備に要する経費を補助することにより、サービス水準の
向上を図る

施設型の産後ケアを提供するにあたって、乳児用体動セ
ンサー等の安全管理対策に係る備品の購入に要する経
1/2（補助上限151,800円）を補助する R6 R8

18
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

養育費に関する公正証
書等作成促進補助

ひとり親家庭の母又は
父

5,076,000 4,257,000

養育費の受け取りはこどもの重要な権利であり、大阪市
が率先して養育費保証の取り組みを行うことで、養育費
の支払いは親の強い義務であることを当事者や社会が認
識する契機とする
公証役場の証書作成に必要な公証人手数料、家庭裁判所
の調停申し立てに必要な収入印紙等にかかる本人負担分
を補助することで、養育費の取り決め内容の債務名義化
の促進し、継続した履行確保を図る

・公証役場の公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停調
書（ADR含む）の作成費用にかかる本人負担分を補助す
る。
・公正証書の作成費用本人負担分（補助率10/10）
・調停調書の作成費用本人負担分（補助率10/10）
・強制執行着手金本人負担分（補助率10/10）

H31 R8

19
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

養育費に関する強制執
行着手金補助

ひとり親家庭の母又は
父

3,000,000 -

養育費の受け取りはこどもの重要な権利であり、大阪市
が率先して養育費保証の取り組みを行うことで、養育費
の支払いは親の強い義務であることを当事者や社会が認
識する契機とする
公証役場の証書作成に必要な公証人手数料、家庭裁判所
の調停申し立てに必要な収入印紙等にかかる本人負担分
を補助することで、養育費の取り決め内容の債務名義化
の促進し、継続した履行確保を図る

・養育費の強制執行を実施する方に対し、着手金を補助
（上限15万円）する。
・強制執行着手金本人負担分（補助率10/10）

R7 R9
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20
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

養育費の保証促進補助
ひとり親家庭の母又は
父

500,000 500,000

養育費の受け取りはこどもの重要な権利であり、大阪市
が率先して養育費保証の取り組みを行うことで、養育費
の支払いは親の強い義務であることを当事者や社会が認
識する契機とする
保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用
（保証料）を補助することで、養育費の受け取りについ
て、当事者以外に第三者を介した養育費を確実に受け取
る枠組みを整え、養育費の取り決め内容の債務名義化の
促進し、継続した履行確保を図る

保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用
（保証料）を補助する。
・保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担分
（最長3年（3回）　補助率10/10　上限50千円）

H31 R9

21
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

児童養護施設等の職員
の確保及び資質向上事
業補助金

社会福祉法人等 6,861,000 5,791,000

児童養護施設等における早期離職を防ぎ、施設の実状を
理解した適性の高い職員を確保するため、実習生の就職
促進にかかる実習、非常勤職員の雇用又は施設種別・職
種別の研修参加を行う社会福祉法人等に対して補助する
ことにより、人材確保及び職員の資質の向上を図り、複
雑・多様化する問題を抱える児童の養護・養育を行う職
員の専門性の向上及び児童に対するケアの充実を目指す

実習生の就職促進にかかる実習及び非常勤職員の雇用に
要する人件費等を補助する
(補助基準)
・就職促進にかかる実習…補助基準額・上限86,200円/
回
・非常勤職員の雇用…補助基準額・上限:3,760円/日
・施設種別・職種別の研修参加…補助基準額・補助上
限:132,000円

H28 R9

22
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

専門学校等受験対策給
付金

ひとり親家庭の母又は
父

8,790,000 10,940,000

資格取得のため専門学校等への入学を目指し、予備校等
で受験対策を行うひとり親家庭の母又は父に対し、専門
学校等受験終了後に受講料の補助を実施することによ
り、ひとり親家庭の自立の促進を図る

児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水
準にあり、大阪市高等職業訓練促進給付金の対象資格の
養成機関への入学をめざし予備校等で受験対策を行う者
に対して、受講料を補助する（補助上限：330千円）

H30 R9

23
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

ひとり親家庭自立支援
給付金事業補助金(自立
支援教育訓練給付金)

ひとり親家庭の母又は
父

27,679,000 29,310,000

ひとり親家庭の母又は父の主体的な能力開発の取組みを
支援するため、教育訓練に要する費用を補助することに
より、ひとり親家庭の自立の促進を図る

自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であ
り、適職に就くために教育訓練が必要と認められる者等
に対して、対象教育訓練講座の受講料の6割相当額を支
給する。
一般教育訓練給付の対象講座は、補助上限200千円、補
助下限12千円、雇用保険法の教育訓練給付制度の受給資
格を有する場合は4割相当額を支給。
専門実践教育訓練給付の対象講座は、補助上限400千円
×修学年数※最大1,600千円を支給。

H15 R9

24
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業補助
金

ひとり親家庭の母又は
父、又は子

3,275,000 5,026,000

ひとり親家庭の親とその子の学び直しを支援するため、
高卒認定試験合格のための講座を受講するひとり親世帯
の親とその子に対して補助を実施することにより、より
良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇
用を中心とした就業につなげていく

高等学校卒業程度認定試験合格のために講座を受講する
ひとり親家庭の親とその子に対して、受講開始時に受講
費用の8/10、受講修了時に1/10、高卒認定試験合格者に
1/10を補助する(最大補助率10/10) H27 R9

25
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

ひとり親家庭高等職業
訓練促進資金貸付金事
業補助金

（公社）大阪市ひとり
親家庭福祉連合会

107,400,000 78,920,000

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、
就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対
し高等職業訓練促進資金を貸し付け、もってこれらの者
の修学を容易にすることにより資格取得を促進し、ひと
り親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とする
また、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自
立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者
に対し、住居の借り上げに必要となる資金の貸付制度を
創設することにより、就労又はより稼働所得の高い就
労、子どもの高等教育の確保などに繋げ、自立の促進を
図ることを目的とする。

事業を実施するために必要となる貸付金及び事務費を本
市が認めた団体に交付し、当該団体がその経費を特別会
計において管理・事業運営を行う。
①入学準備金として上限500千円を貸付
②住宅支援資金貸付金として1か月上限40千円、最長12
か月貸付

H28 R8
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26
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

児童養護施設等整備事
業補助金

社会福祉法人等 698,582,000 186,663,000

民間の児童養護施設、乳児院等において施設の小規模化
を行うための整備費や、老朽化した施設や耐震化が必要
な施設の建替え・大規模修繕等の整備費を補助するこ
と、また、施設の小規模かつ地域分散化並びに里親等へ
の委託の推進するため、また、措置児童等の生活環境向
上を図るため、改修等に係る費用の一部を補助すること
により、大阪市社会的養育推進計画（令和2年度～令和
11年度）数値目標達成とともに、措置児童等の「家庭的
養育優先原則」を徹底し、こどもの最善の利益を実現し
ていく。

施設の小規模化、老朽化した施設や耐震化が必要な施設
の建替え・大規模修繕等、措置児童等の生活環境改善、
ファミリーホーム等新規開設に要する改築経費及び備品
購入費を補助する。
①児童養護施設等（大規模整備）：補助率3/4
②里親：補助率10/10（補助上限1,000千円）
③ファミリーホーム、地域小規模児童養護施設、分園型
小規模グループケア、自立援助ホーム等：補助率10/10
（補助上限8,000千円）

H28 R7

27
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

養子縁組民間あっせん
機関育成事業

養子縁組民間あっせん
機関

399,000 385,000

都道府県知事（政令指定都市市長を含む）の許可を受け
て養子縁組あっせん事業を行う事業者（以下「民間あっ
せん機関」という。）に対し職員の研修受講費用等を補
助することにより、民間あっせん機関の質の向上及び適
正なあっせんの実施を図る

・養子縁組民間あっせん機関等職員研修参加促進事業
（民間あっせん機関の職員があっせん責任者研修等を受
講するために必要な経費を補助する）
　（補助率10/10）補助上限：@57千円/1人 R元 R9

28
こども青少年局
子育て支援部
こども家庭課

養子縁組民間あっせん
機関第三者評価受審促
進事業補助金

養子縁組民間あっせん
機関

321,000 321,000

都道府県知事（政令指定都市市長を含む）の許可を受け
て養子縁組あっせん事業を行う事業者（以下「民間あっ
せん機関」という。）に対し第三者評価を受審するため
の費用を補助することにより、民間あっせん機関の質の
向上及び適正なあっせんの実施を図る

・養子縁組民間あっせん機関等職員研修参加促進事業
（民間あっせん機関のが第三者評価を受審するために必
要な経費を補助する）
・第三者評価受審促進事業（民間あっせん機関が第三者
評価を受審するための経費を補助する）
　（補助率10/10）補助上限：321千円/1か所

R元 R9

29
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

私立幼稚園等特別支援
教育費補助金

私立幼稚園を設置する
学校法人等

90,600,000 25,800,000

私立幼稚園等に対して、障がい児等特別に支援を必要と
する幼児(以下「要支援児」という。)の受入れにあたり
必要な経費に対する財政的支援を行うことで、要支援児
の受入れを促進し、就園機会の拡大を図る

要支援児を就園させている私立幼稚園等に対して、特別
支援教育に要する人件費、教育研究費、設備費等、受入
れに必要な経費に対して補助金を交付する(補助率
10/10)

H26 R8

30
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

私立幼稚園等特別支援
施設整備補助金

私立幼稚園を設置する
学校法人等

3,000,000 3,000,000

要支援児受入促進指定園として指定された私立幼稚園等
が、障がい児等特別に支援を必要とする幼児(以下「要
支援児」という。)の受入れ環境を確保するために必要
な施設改修などの整備に対して補助を行うことにより、
要支援児の受入れを促進し、就園機会の保障を図る

要支援児を受入れるために必要な施設改修経費が、
1,000千円以上の場合、経費の1/2の補助金を交付する
(補助上限3,000千円)

H26 R8

31
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

大阪市保育人材確保対
策事業補助金(保育補助
者雇上げ強化事業)

民間保育所・認定こど
も園・地域型保育事業
等を設置運営する法人

1,143,807,000 1,084,404,000

保育士の補助を行う保育士資格を持たない職員の雇上げ
に必要な費用を補助することにより、保育士の負担軽減
によって離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境
を整備することを目的とする

市内民間保育所等が、保育士業務の補助を行う保育補助
者の雇上げを行った場合に、それに必要な費用を補助す
る
（補助上限　定員120人以下：年額3,117千円（１名
分）、定員121人以上：年額6,234千円（２名分）

H30 R8

32
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

大阪市保育人材確保対
策事業補助金(保育体制
強化事業)

民間保育所・認定こど
も園・地域型保育事業
等を設置運営する法人

728,880,000 716,400,000

地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材（以下
「保育支援者」という。）を保育に係る周辺業務に活用
するために必要な費用を補助することにより、保育の体
制を強化し、保育士の負担軽減によって離職防止を図
り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、
児童の園外活動時や特に見守り等が必要な時間帯の安全
管理を図ることを目的とする。

市内民間保育所等が、清掃業務や遊具の消毒、給食に配
膳、寝具の用意、片付けといった保育に係る周辺業務を
行う者を配置するために必要となる経費を補助する
（補助基準額）補助上限額１か所当たり月額　100千円
※保育支援者が 「 園外活動時の見守り等 」 にも取り
組む場合 １か所当たり月額145千円
※「園外活動時の見守り等」に取り組む場合 １か所当
たり 月額 45 千円
※「スポット支援員」を配置する場合 １か所当たり 月
額 45 千円

H30 R7

33
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所等耐震診断
助成

社会福祉法人等 3,000,000 3,000,000

民間保育所等の耐震診断調査に要する経費を補助するこ
とにより、施設の耐震化を促進し、入所者の安全の確保
とともに災害被害の未然の防止を図る

昭和56年5月31日の新耐震基準の適用以前に建設された
施設の耐震診断業務等に要する経費の3/4を補助する(補
助上限:150万円) H22 R9
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34
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所等改修事業
補助金

社会福祉法人等 222,480,000 142,500,000

民間保育所等の耐震化改修に加え、施設改修に要する費
用の一部を補助することにより、耐震化の促進につなげ
る。また、地震等の災害や経年劣化による被害を未然に
防止することで、施設の経年劣化による廃園等を防ぎ、
児童等の安心・安全を図るとともに、保育サービスの維
持・向上といった児童福祉の増進を図る

耐震補強改修及び経年劣化等改修に要する経費につい
て、工事費の3/4を補助する　(事業費500万円以上（感
染症対策改修は300万円以上）のもの。補助上限：耐震
補強7,500万円、経年劣化等改修750万円、感染症対策改
修375万円)

H24 R9

35
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

保育士宿舎借り上げ支
援事業補助金

社会福祉法人等 1,492,524,000 1,619,388,000

保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借り上げを
実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の
人材確保や離職防止を図る

保育所等が当該保育士に宿舎提供を行った際に負担した
家賃・共益費に対して助成を行う
【補助対象経費：上限額66千円（経過措置対象者は82千
円）と宿舎提供にかかる家賃・共益費と比較して低い方
の額】
①新たに保育士が認可保育所等に就職した場合、補助対
象経費の4/4
②採用後10年以内の保育士の場合、補助対象経費の3/4
（残りの1/4は保育所等の負担）

H28 R8

36
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

保育人材確保対策貸付
事業補助金

(社福)なみはや福祉会 8,531,000 7,213,000

保育人材不足が課題である現状をふまえ、待機児童解消
に向けて必要となる保育人材を確保するため、潜在保育
士のさらなる掘り起しと勤務開始後の離職防止効果をめ
ざした各種貸付事業を実施する

保育人材確保を目的に次の4事業を実施するために必要
となる貸付金及び事務費等を本市が認めた団体に交付
し、当該団体がその経費を特別会計において管理・事業
運営を行う
①潜在保育士等就職支援事業
 （就職準備金として上限400千円を貸付）
②保育料一部貸付事業
 （未就学児のいる保育士の再就職支援として保育料の
半額（最大1年、上限月額27千円）を貸付）
③子どもの預かり支援事業
 （未就学児のいる保育士の朝夕の勤務に伴う預かり保
育サービス使用料の半額を貸付）
④保育補助者雇上げ支援事業
 （保育士の負担軽減を目的に、保育補助者の雇上げ経
費上限5,168千円を貸付）

H28 R9

37
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

保育所等におけるICT化
の推進のための補助金

民間保育所・認定こど
も園・地域型保育事業
等を設置運営する法人

18,000,000 13,650,000

保育所等において、ICT化推進のための保育業務支援シ
ステムの導入に要する経費を補助することにより、保育
士の業務負担の軽減を図る

保育業務支援システムの導入に要する購入費、リース
料、保守料、工事費、通信費等にかかる経費の一部を補
助する
（補助上限）保育所等：975千円

H30 R8

38
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

認定こども園整備費補
助金

社会福祉法人等 1,010,472,000 915,724,000

認定こども園施設整備交付金の活用等による民間認定こ
ども園の整備に要する経費の一部を補助することによ
り、認定こども園への移行等を促進し、待機児童の解消
を図る

既設幼稚園から幼保連携型認定こども園の移行等に要す
る改築経費等の3/4を補助する(補助上限:定員などに応
じた額) H28 R9

39
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所整備促進賃
料補助金

民間保育所を設置運営
する法人

16,000,000 16,000,000

特に賃料が高いことなど賃貸物件による民間保育所新設
が困難な地域における賃料負担を軽減するため、特定地
域において賃貸物件による保育所を新設する法人に対し
て賃料補助を実施することにより、保育所整備を促進し
保育を必要とする全ての児童に対応する入所枠の確保を
図る

特定地域において賃貸物件による保育所を新設する場合
に、契約年数に応じた賃料の前納により月額負担の軽減
を受ける保育所設置法人に対して、前納賃料の1/2を補
助する(補助上限:定員50・60・70人12,000千円、定員80
人16,000千円)

H27 R8

40
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

小規模保育事業所整備
補助金

小規模保育事業実施事
業者

202,500,000 240,000,000

保育対策総合支援事業費補助金の活用により、賃貸物件
等に小規模保育事業所を新規開設する際の施設改修費の
一部を補助することで、整備を促進し保育を必要とする
全ての児童に対応する入所枠の確保を図る

小規模保育事業所を開設する際の施設改修費及び必要な
調理設備、トイレ、沐浴設備等を設置する費用を10,000
千円(補助率3/4)を限度に補助する H26 R7
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41
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所整備用地提
供促進補助金

新たに民間保育所施設
整備を実施する事業者
に土地等を賃貸により
提供する所有者

255,750,000 214,500,000

新たに保育所整備用地等を賃貸により貸付けて提供する
土地所有者に対して、当該土地の固定資産税等の一部の
補助を実施することにより、保育所用地提供の促進を図
り、保育所の開設を進めることで、保育を必要とする全
ての児童に対応する入所枠の確保を図る

当該保育所整備用地の保育所部分に賦課される固定資産
税・都市計画税の10年分相当額を一括で補助する
【補助額】
（固定資産税額＋都市計画税額）×10年間＝補助額
補助率10/10

H29 R8

42
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

保育所分園賃料加算補
助金

社会福祉法人等 3,768,000 3,768,000

民間保育所が賃貸物件により分園設置する場合、給付費
の建物賃借料加算が加算されない、又は加算額が少ない
ため、特に賃料が高いことなど賃貸物件による設置が困
難な地域における賃料負担を軽減するため、特定地域に
おいて賃貸物件により分園を設置する法人に対して建物
賃料加算相当額（又は差額分）の補助を実施することに
より、保育所整備を促進し保育を必要とする全ての児童
に対応する入所枠の確保を図る

特定地域において賃貸物件による保育所分園を設置する
場合に、保育所分園設置法人に対して建物賃借料加算相
当額（又は差額分）を10年間支給する。（上限：15,700
円×分園児童数×12月）

H30 R8

43
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所高額賃借料
補助金

社会福祉法人等 183,800,000 160,907,000

建物賃料が高額なため保育所整備が進んでいない地域に
おいて、建物賃料を補助することにより、賃貸物件を活
用した保育所整備を促し、待機児童の解消を図る。

建物賃料が保育所委託費における賃借料加算の3倍を超
える場合、建物賃料と賃借料加算額の差額の3/4（補助
上限11,250千円、北区・都島区・福島区・中央区・西
区・天王寺区・浪速区・淀川区・阿倍野区については補
助上限21,450千円）を補助することにより、保育所整備
を促進し、待機児童の解消を図る。

R2 R8

44
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

保育送迎ステーション
運営補助金

保育送迎事業の実施者 52,404,000 52,404,000

土地確保が困難な都心部に送迎ステーションを設置し、
都心部の児童をバスにより近隣区の保育所に送迎する事
業を推進することにより、都心部の待機児童解消を促進
することを目的とする

保育送迎事業の実施に伴う送迎ステーションの運営にあ
たり必要となる光熱水費やガソリン代等の所要経費（上
限：10,202千円/年）及び保育士や運転士の雇用に要す
る経費（上限：各8,000千円/年）並びに児童の送迎に用
いる自動車の賃借料（上限：15,000千円/年）を補助す
る

R元 R9

45
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所等整備費補
助金

社会福祉法人等 6,439,735,000 5,589,582,000

保育所等整備交付金などの活用による民間保育所等の建
設及び増改築に要する経費の一部を補助することによ
り、保育所整備を促進し、保育を必要とする全ての児童
に対応する入所枠の確保を図る

保育所等建設及び増改築等に要する経費の3/4を補助(定
員などにより上限あり)

H21 R9

46
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

認可化移行運営費補助
金

認可保育所等への移行
を希望する認可外保育
施設を設置運営する法
人

22,909,000 22,909,000

認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設に対し
て、移行に当たって必要となる経費を補助することによ
り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行
うとともに、保育を必要とする全ての児童に対応する入
所枠の確保を図る。

認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設に対し
て、認可保育所になるまでの間の運営費を補助する。
（補助基準額：利用人数、職員配置割合により異なる）

R2 R7

47
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

認可化移行移転費補助
金

認可保育所等への移行
を希望する認可外保育
施設を設置運営する法
人

1,311,000 1,311,000

認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設に対し
て、移行に当たって必要となる経費を補助することによ
り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行
うとともに、保育を必要とする全ての児童に対応する入
所枠の確保を図る。

認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設に対し
て、1,311千円を上限に移行にあたって必要となる移転
費を補助する。

R2 R7

48
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

民間保育所等整備事業
（一時預かり事業（幼
稚園型Ⅱ））

幼稚園（新制度園及び
私学助成園）

40,000,000 80,000,000

　国の地域子ども子育て支援事業を活用し、３号認定を
受けた２歳児等の定期的な預かり保育に対し助成を行う
ことで、その迅速な受入れを促進する。

・対象:新制度園及び私学助成園、市内77ヵ所（令和６
年度時点）
・10園ずつ５ヵ年計画で実施園を公募し、外部委員から
成る審査会を経て選定
・開設準備費等を補助

R6 R8
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49
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

大阪市こども誰でも通
園制度の試行的事業賃
料補助金

社会福法人等 12,264,000 -

大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業実施要綱（以
下、「実施要綱」という。）に基づき、本市においてこ
ども誰でも通園制度の試行的事業を実施する者に対し補
助金を交付することにより、大阪市こども誰でも通園制
度の試行的事業実施施設の開設を推進を図る。

大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業を実施する者
に対し、実施施設として民家・アパート等を活用して実
施する場合の必要な建物賃貸料として月額255,500円を
上限として補助する。 R6 R8

50
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

大阪市こども誰でも通
園制度の試行的事業実
施施設開設準備経費補
助金

社会福法人等 59,088,000 -

大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業実施施設を新
規開設する事業実施者に対して、開設に必要な施設の改
修等に要する経費を予算の範囲内で補助するにあたり、
補助要件その他について、必要な事項を定めることによ
り、大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業実施施設
の開設を推進を図る。

大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業を実施するた
めに必要な工事請負費、原材料費、需用費（燃料費、印
刷製本費、光熱水費及び修繕料）、役務費（ 通信運搬
費、手数料）、委託料、使用料及び賃借料（ 敷金を除
く。）、備品購入費について、3/4を補助する。

R6 R8

51
こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課

大阪市乳児等通園支援
事業運営補助金

社会福法人等 130,167,000 -

大阪市こども誰でも通園制度を運営する事業実施者に対
して、運営に必要な経費を予算の範囲内で補助するにあ
たり、補助要件その他について、必要な事項を定めるこ
とにより、大阪市こども誰でも通園制度の実施施設の開
設を推進を図る。

大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業を実施するた
めに必要な工事請負費、原材料費、需用費（燃料費、印
刷製本費、光熱水費及び修繕料）、役務費（ 通信運搬
費、手数料）、委託料、使用料及び賃借料（ 敷金を除
く。）、備品購入費について、3/4を補助する。

R7 R7

52
こども青少年局
幼保施策部
保育所運営課

大阪市立保育所保育人
材確保対策事業補助金
(保育補助者雇上げ強化
事業)

公設置民営保育所の運
営業務委託を受託する
法人

45,570,000 41,456,000

保育士の補助を行う保育士資格を持たない職員の雇上げ
に必要な費用を補助することにより、保育士の負担軽減
によって離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境
を整備することを目的とする

公設置民営保育所等が、保育士業務の補助を行う保育補
助者の雇上げを行った場合に、それに必要な費用を補助
する
（補助上限　定員120人以下：年額3,079千円（１名
分）、定員121人以上：年額6,158千円（２名分）

H30 R8

53
こども青少年局
幼保施策部
保育所運営課

大阪市立保育所保育人
材確保対策事業補助金
(保育体制強化事業)

公設置民営保育所の運
営業務委託を受託する
法人

40,680,000 39,480,000

地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を、保
育に係る周辺業務に活用するために必要な費用を補助す
ることにより、保育士の負担軽減によって離職防止を図
り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的
とする

公設置民営保育所が、保育に係る周辺業務を行う者を配
置した場合に支援を行い、保育士の業務負担を軽減し保
育士の離職防止及び保育士の円滑な雇用促進を図る。ま
た、園外活動時の見守り等をする保育支援者の配置及び
登降園時、プール活動時など保育支援者を一部の時間帯
にスポット的に配置するのに必要な経費を補助する。
（補助基準額）補助上限額１か所当たり月額　100千円
※保育支援者が 「 園外活動時の見守り等 」 にも取り
組む場合 １か所当たり月額145千円
※「園外活動時の見守り等」に取り組む場合 １か所当
たり 月額 45 千円
※「スポット支援員」を配置する場合 １か所当たり 月
額 45 千円

H30 R7

54
こども青少年局
幼保施策部
保育所運営課

特別支援保育実践交流
研修事業補助金

社会福祉法人等 401,000 307,000

特別支援保育の研修受講を促進するため研修代替職員の
人件費を補助することにより、民間保育施設における障
がいのある乳幼児の入所児童等の処遇の適正な確保を図
る

民間保育施設において特別支援保育の研修受講にあた
り、当該研修期間中の職員配置を補うための代替職員雇
用経費及び研修受講職員の交通費を補助する(代替職員
雇用経費補助上限:日9,931円)

H25 R7

55
こども青少年局
幼保施策部
保育所運営課

大阪市民間保育所等整
備費補助金（公立保育
所民間移管）

社会福祉法人等 468,053,000 416,384,000

公立保育所の民間移管にあたっては、公募により移管先
法人を選定しているが、老朽化が進む施設については、
法人による建替整備を実施することとしているが、整備
にあたり予算の範囲内で同経費の一部を補助すること
で、法人が応募しやすい条件を整え、公立保育所の民営
化を推進する。

公立保育所の民間移管に際し、移管先法人が保育所の建
替えを行うにあたって、大阪市民間移管保育所等整備費
補助要綱に基づき建替費用の一部を補助する。
国補助基本額＋市補助負担額（国補助基本額×1/8）＝
本市交付決定額

H21 R9
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56
こども青少年局
幼保施策部
保育所運営課

大阪市立保育所民間移
管における地域子育て
支援拠点・一時預かり
事業実施施設整備費補
助金（公立保育所民間
移管）

社会福祉法人等 34,494,000 2,644,000

公立保育所を建替により民間移管するにあたり、拠点や
一時預かり事業を実施している保育所については併せて
実施するよう公募を行うが、整備にあたり予算の範囲内
で同経費の一部を補助することで、法人が応募しやすい
条件を整え、公立保育所の民営化を推進する。

公立保育所の民間移管先法人に対し、国の定める要綱に
基づき定めた本市補助要綱に基づき建替費用の一部を補
助。

【国負担分】１施設当たりの交付基礎点数に1,000円
（or実支出額の低い方）＋【本市負担分】（国負担分の
1/2）＝本市交付決定額

R6 R8

57

こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課
保育所運営課

大阪市保育所等におけ
る性被害防止対策に係
る設備等支援事業補助
金

社会福法人等 37,650,000 -

パーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設置によるこ
どものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応
えるためのカメラによる支援内容（保育の実践記録等）
の記録などを通じ、設備における性被害防止対策を支援
する。

性被害防止対策を図るための設備の購入や更新に係る燃
料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手
数料、委託料、備品購入費等にかかる経費を補助する。
（補助上限75千円）

R6 R8

58

こども青少年局
企画部
青少年課

子育て支援部
管理課

こども家庭課
幼保施策部
幼保企画課

民間児童福祉施設等翻
訳機導入経費補助金

社会福祉法人等 4,928,000 6,048,000

民間児童福祉施設等に対し、通訳や翻訳のための機器購
入に係る費用の一部を補助することにより、外国にルー
ツを持つ児童及び保護者との意思疎通の円滑化を図る

民間児童福祉施設等において、外国にルーツをもつ児童
及び保護者との意思疎通を円滑にするため、通訳や翻訳
のための機器購入に必要な経費の3/4（補助上限112千
円）を補助する

R2 R7

59

こども青少年局
幼保施策部
幼保企画課
保育所運営課

大阪市保育所等におけ
る感染症対策事業費補
助金

社会福祉法人等 66,305,000 102,648,000

民間保育所等において、新型コロナウイルスの感染拡大
を防止する観点から、感染症対策として必要な改修等経
費を補助することで、継続的な事業実施に向けた環境整
備を図る

民間保育所（公設置民営含む）、幼保連携型認定こども
園、地域型保育事業、一時預かり、地域子育て支援拠点
事業（プラザ実施分含む）、病児・病後児保育事業、子
育て短期支援事業実施施設、ファミリー・サポート・セ
ンター事業、乳幼児全戸訪問事業、養育支援訪問事業、
放課後児童クラブに、新型コロナウイルス感染拡大防止
対策のために必要となる経費を補助する（施設種別・定
員等により異なる）

R3 R8

15,925,469,000 13,704,681,000所属計


